
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 消費税の中間申告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ｑ：消費税は中間申告を任意にしてもいい

そうですが、どのようになっているのです

か？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：次のようになっています。 

【解説】  

消費税は、基本的に、その課税期間の直前の

課税期間の確定消費税額が48万円以下の場合

は中間申告はしなくていいのですが、直前の

課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含

めない年税額)が48万円以下であっても、任意

に中間申告書(年１回)を提出する旨を記載し

た届出書を納税地の所轄税務署長に提出しま

すと、その届出書を提出した日以後、その末日

が最初に到来する「６月中間申告対象期間」か

ら、中間申告及び納付をすることができるよ

うになります。 

この場合の「６月中間申告対象期間」とは、

その課税期間開始の日以後６月の期間で、年

１回の中間申告の対象になる期間をいいます。 

なお、納付する税額は、直前の課税期間の確

定消費税額の半額(併せて地方消費税額の中

間納付税額も納付します)となっていますが、

仮決算をして計算した消費税額及び地方消費

税額を中間申告・納付することも認められま

す。   
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